
次期ごみ処理施設整備基本設計等業務委託に係る公募型プロポーザル質問に対する回答

NO 資料名 ページ番号 質問内容 回答

1 実施要領 4
【９（２）提出書類】
A３サイズを使用する場合は、２ページ分をカウントされ
るものと考えて良いでしょうか。

お見込みのとおりです。
なおＡ３サイズを使用する場合は片面印刷としてください。

2 実施要領 4
企画提案書のページ数について、A3サイズを使用する
場合は２ページ分として数えるとの認識でよろしいでしょ
うか。

ＮＯ１に回答したとおりです。

3 実施要領 4
「添付書類がある場合は、エの後ろに重ねること」と
ありますが、添付書類としてどのようなものを想定さ
れているでしょうか。

特定の書類を想定しているものではありません。
企画提案事項以外で必要に応じて添付してください。

4 実施要領 4
「企画提案書は２０ページ以内とし」とありますが、
A3 サイズも１ページとして扱ってもよろしいでしょ
うか。

ＮＯ１に回答したとおりです。

5 実施要領 5

【10（２）二次審査（プレゼンテーション）】
パワーポイントを用いる場合、会社概要や業務実施体
制等と同様に、企画提案書についても提案内容の変更
を行わないことを条件に表現形式の変更は可能と考え
て良いでしょうか。

お見込みのとおりです。

6 実施要領 5

・10の(2)のウの(ウ)：プレゼン用のパワーポイント等資
料については、事前に貴市事務局へ提出する必要があ
りますでしょうか。ある場合はその期限についてもご指
示願います。

プレゼンテーションは企画提案書に沿って説明されるものと認識し
ています。
よって、別途「プレゼンテーション用の資料」を求めてはいません。

7 実施要領 5
パソコンを使用してプレゼンテーションを行う場合の機
器について、プロジェクターについても提案者側で用意
するとの認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
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NO 資料名 ページ番号 質問内容 回答

8 仕様書 2

「次期ごみ処理施設整備に係る庁内検討委員会」の開
催は、４回程度と示されていますが、開催予定日及び
議題は、貴市と本業務受託者との協議により調整でき
るものと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

9 仕様書 2
会議録の作成は全文または要旨、もしくは両方必要で
しょうか。

発言内容と一言一句同じものを会議録に求めているわけではありま
せん。会議の内容をわかりやすくまとめていただきたいと考えていま
す。
詳細については、その都度協議とさせていただきます。

10 仕様書 3

・「担当技術者は、実務経験3年以上で技術士補（衛生
工学部門）の資格を有する者を選任すること。」とありま
すが、技術士やRCCMの資格を有する者については、
技術士補（衛生工学部門）と同等またはそれ以上とみな
してもらうことは可能でしょうか。
・また、上記の実務経験者かつ有資格者を配置したうえ
で、実務経験3年以上の技術者であって、上記資格を保
有しない者を業務実施上、配置することは可能でしょう
か。

担当技術者は技術士やRCCMの資格を有する者であっても同等ま
たはそれ以上とみなす認識で結構です。

なお、担当技術者は実務経験3年以上で技術士補（衛生工学部門）
の資格を有する者を１名以上選任すれば、その他の担当技術者に
ついては実務経験3年以上であれば条件を満たすこととします。

11 仕様書 3

担当技術者の資格は、技術士法に定める技術士(衛生
工学部門のうち選択科目が「廃棄物・資源循環(旧選択
科目の廃棄物管理又は廃棄物管理計画を含む）」)の資
格を有する者も含むとの認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

12 仕様書 3

担当技術者の資格における技術士補（衛生工学部門）
は、修習技術者（「技術士第一次試験合格者」も含まれ
るとの認識でよろしいでしょうか。また、技術士補と同等
の業務経験を有する者も認められるとの認識でよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

13 仕様書 5
・第2章の１の(1)：（イ）の焼却施設の炉数検討も本業務
の検討内と理解してよいでしょうか。

お見込みのとおりです。
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14 仕様書 6

・第2章の2の(1)のエ：現在のごみ処理施設に係る敷地
境界及び都市計画決定済の範囲を図示した資料をご提
供願います。
・また、次期ごみ処理施設の整備時に利用可能と考えら
れる敷地境界の範囲（予定）がありましたらご提示願い
ます。

一次審査を通過した事業者様に開示します。

15 仕様書 6
・第2章の2の(1)のエの(ウ)：土壌汚染調査の対象範囲
は、既存ごみ処理施設及び次期ごみ処理施設の用地
全体を指すものと理解してよいでしょうか。

お見込みのとおりです。

16 仕様書 6

・第2章の2の(1)のエの（エ）：廃棄物運搬ルート案の設
定とは、既往の施設基本計画の図2.17（p26）に示される
次期ごみ処理施設敷地の場外の一般道までも含むもの
か、次期ごみ処理施設敷地内（既往ごみ処理施設の敷
地を含む）のみか対象範囲を明示願います。

対象範囲は次期ごみ処理施設敷地内（既往ごみ処理施設の敷地を
含む）のみです。

17 仕様書 6～8

・第2章の 2の(1)のカ、(2)エの（エ）：プラントメーカーへ
のアンケート、ヒアリング等については、エネルギー回
収型廃棄物処理施設のうち、いわゆるハイブリッド方式
の技術を有するメーカーが対象と理解してよいでしょう
か。

ハイブリッド方式の技術に対応できるプラントメーカーが対象となり
ます。

18 仕様書 8

・第2章の2の(6)：既往の施設基本計画の事業スケ
ジュールに示される都市計画決定の期限は、2023（令
和5）年度の第3四半期頃迄に行うとの見通しでよいで
しょうか。

令和5年度内の都市計画決定を予定しています。

19 仕様書 8

本企画提案書の作成にあたり、次期ごみ処理施設の整
備業務の事業方式について整理したと考えられる「次期
ごみ処理施設に係るPFI導入可能性調査業務委託」の
報告書をご提示いただくことは可能でしょうか。

一次審査を通過した事業者様に開示します。

20 仕様書 9
敷地造成工事については次期ごみ処理施設の整備と
別途発注するとの認識ですが、来年度実施設計業務等
が発注されるとの認識でよろしいでしょうか。

令和5年度に敷地造成の実施設計を発注予定としていますが、施設
整備と別発注するか否かについては、今年度の基本設計を策定す
る中で検討します。
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21 仕様書 9
事業候補地の用地測量図(電子データ)を提供してい
ただくことは可能でしょうか。

一次審査を通過した事業者様に開示します。

22 様式 第4号

業務責任者＝仕様書に定める管理技術者と考えて良い
でしょうか。
また、仕様書に定める照査技術者を追加してもよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

23 様式 第4号
・業務責任者とは、管理技術者と同義でしょうか。
・業務担当者とは、担当技術者と同義でしょうか。
・照査技術者も本様式に追記でよいでしょうか。

お見込みのとおりです。

24 様式 第4号
様式４に記載する配置予定技術者について、業務責任
者が管理技術者として本業務を実施するとの認識でよ
ろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

25 様式
第5号

第5号の2

業務実績を証する書類としてテクリス等の添付を考えて
いますが、1つの業務を複数人が担当している場合、担
当者ごとにテクリス等を添付すると添付書類の枚数が
非常に多くなります。
＜例＞
担当者ごとにテクリス等を添付する場合、例えば、A業
務の業務実績を担当者①～⑤が有すると、担当者①～
⑤のそれぞれにA業務のテクリス等を添付することにな
る。
分かりやすく整理することを条件に、添付するテクリス
等の部数を少なくすることをお認めいただけないでしょう
か。

一つのテクリスで複数の担当者の添付書類とすることを認めます。
その場合、該当する担当者の氏名にマーカーを入れるなど、わかり
やすく整理してください。

26 様式 第6号
ごみ処理施設整備基本設計等業務委託の内容につい
ては、ごみ焼却施設のみとの認識で良いでしょうか。

仕様書の確認をお願いします。

27 様式 第6号
ごみ処理施設整備基本設計等業務委託の内容につい
ては、要求水準書の作成を行っている発注支援業務も
含むとの認識で良いでしょうか。

発注支援業務を令和5年～6年にかけて予定しています。
よって本業務においては、「発注仕様書（案）」、「要求水準書（案）」
の策定までを業務とします。
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28 その他 その他

以下の資料を貸与または閲覧させていただけないでしょ
うか。
①測量業務報告書
②地質調査業務報告書
③施設整備基本構想業務報告書（ホームページで公表
されている資料以外）
④施設整備基本計画策定業務報告書（ホームページで
公表されている資料以外）

一次審査通過後、希望される事業者様には生活環境課執務室内に
おいて閲覧を可能とします。
※一次審査通過後、日程調整をしてください。
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